
 

安田町起業家等支援事業費補助金交付要綱 

 

（主旨・目的） 

第１条 この要綱は、安田町補助金等交付規則（令和６年安田町規則第３号。以下「規則」

という。）第 22 条の規定に基づき、安田町において新たに事業活動を行う者や新規分野

での事業活動を行う者等を支援し、起業の促進による移住者の獲得、産業の振興、商店

街等の活性化及び雇用の促進を図ることにより町を活性化することを目的とした、安田

町起業家等支援事業費補助金を予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。ただし、日本標準産業分類に基づく

大分類のうち、Ｅ.製造業、Ｇ.情報通信業、Ｈ.運輸業、郵便業（中分類 郵便業

を除く）、Ｉ.卸売業、小売業、Ｌ.学術研究、専門・技術サービス業、Ｍ.宿泊業、

飲食サービス業、Ｎ.生活関連サービス業、娯楽業（中分類 娯楽業を除く）の事

業に限る。 

ア 事業を営んでいない個人が新たに会社を創業する場合 

イ 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する場合 

ウ 法人（中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第５項に規定する小規

模企業者又は同規模の団体に限る。以下同じ。）及び個人事業主が新分野（日本標

準産業分類に基づく大分類単位以上とする）で事業を開始する場合 

エ 法人及び個人事業主が店舗の新築、増改築又は移転により経営を拡大する場合 

オ 法人及び個人事業主が空き店舗を新店舗に利用する場合 

(２) 起業家 前号に規定する起業をする者 

(３) 起業の日 第１号アにあっては会社を設立した日、同号イ及びウにあっては当該

事業を開始する日、同号エ及びオにあっては当該行為に着手した日をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 この要綱による補助金の対象者は、事業を実行する個人、法人で次の各号に該当

する者とする。 

(１) 個人にあっては、本町に住所を有し、又は事業開始後一定期間内に住所を有する

ことが見込まれる者 

(２) 法人にあっては、本町に主たる事業所を有し、又は事業開始後一定期間内に本町

に主たる事業所を有することが見込まれる者 

(３) ５年間以上の事業継続が見込まれる者 

(４) 町税等を滞納していない者、又は転入者にあっては転入前の市区町村の市町村税

等を滞納していない者 

(５) 安田町暴力団排除条例（平成 23 年条例第 10 号）第２条第１号及び第２号に規定

する暴力団及び暴力団員でない者 

(６) その他町長が特に認めた者 

 

（補助金の交付対象外） 

第４条 次の各号に掲げる事業、及び事業者に対して補助金は交付しない。ただし、町長



が特に認めた場合は、この限りではない。 

(１) 支店又はこれらに類するもの 

(２) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）に

基づく許可又は届出を必要とするもの 

(３) 宗教活動又は政治活動を目的としたもの 

(４) 法人において、社名又は代表者を変更し、変更前と同一の事業によって本要綱に 

よる開業支援の助成を受けようとするもの 

(５) 先代の経営者の親族が経営者となり、変更前と同一の事業によって本要綱による

開業支援の助成を受けようとするもの 

(６) 仮設テント、仮設店舗、公共施設等で事業をしようとするもの。ただし、公共施

設等のうち、指定管理施設の指定管理者として事業を行う者で、町長が特に認める

者についてはこの限りでない。 

(７) 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟している者 

(８) 本町の他の制度により助成金又は補助金の交付を受ける者 

(９) 第２条第３号に規定する起業の日から６ヶ月を経過し、第７条により補助金の交

付申請をする者 

(10) その他町長が適当でないと認める者 

 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号の

いずれかに該当する場合で、補助によって成果を挙げ得ると認められ、申請年度内に事

業を完了するものとする。 

(１) 新規開業に関する事業（開業支援助成） 

(２) 新分野進出、店舗の新築・増改築、移転に関する事業（経営拡大助成） 

(３) 空き店舗を利用する事業（空き店舗利用促進） 

(４) その他町長が特に認める事業 

２ 新分野進出については、第１項第１号の規定による補助金の交付を受けた者は、開業

後５年を経過したのち、１起業家当たり１回に限り、補助対象事業とすることができる

ものとする。 

３ 空き店舗を利用する事業については、１週間当たり１日３時間以上、かつ、４日以上

程度の営業を行う場合に、補助対象事業とすることができるものとする。 

４ 本要綱における申請回数は、１起業家当たり２回を限度とする。ただし、町長が当該

事業の内容が極めて有益であると認める場合は、この限りでない。 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の

額は、別表１に定めるものとし、町以外からの補助金等の財源を除いた自己負担に係る

経費とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、起業前若しく

は遅くとも起業後６ヶ月以内に補助金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を

添付し、町長に提出しなければならない。ただし、申請時点で取得することができない

書類（第３号に掲げる書類を除く）については、当該理由及び提出予定日等を補助金交



付申請書に付記し、提出を繰り延べることができる。 

(１) 事業実施計画書（第２号様式） 

(２) 収支予算書（第３号様式） 

(３) 町税等完納証明書 

(４) 許認可等を要する業種を起業する場合は当該許認可を証明するもの 

(５) 登記簿謄本の写し又は管轄する税務署に提出した開業届の写し 

(６) その他町長が必要と認める書類 

２ 補助金交付申請時に事業が完了している場合は、補助金交付申請書に次に掲げる書類

を添付し、町長に提出しなければならない。 

(１) 事業完了届（第９号様式） 

(２) 収支決算書（第 10号様式） 

(３) 町税等完納証明書 

(４) 許認可等を要する業種を起業する場合は当該許認可を証明するもの 

(５) 登記簿謄本の写し又は管轄する税務署に提出した開業届の写し 

(６) 起業拠点の写真 

(７) その他町長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定） 

第８条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査

を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書

（第４号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ 前項の審査により、補助金を交付することが不適当と認めたときは、交付しない旨の

決定をし、その旨を補助金不交付決定通知書（第５号様式）により申請者に通知するも

のとする。 

 

（補助金の概算交付） 

第９条 町長は、必要と認めるときは、補助金を概算交付することができる。 

２ 前項の請求は、補助金概算払請求書（第６号様式）によるものとする。 

 

（審査会の設置） 

第 10条 第８条第１項の審査を公平かつ適正に行うため、審査会を置く。 

２ 町長は、前条の補助金交付決定にあたっては、審査会の意見を聴くものとする。 

 

（審査会の組織・会議等） 

第 11条 審査会は、副町長、教育長及び委員長が必要と認めた者をもって組織し、委員

長は副町長があたる。 

２ 審査会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

３ 審査会は、申請者が提出した事業計画等について審議し、補助金交付の適否について

町長に意見を述べるものとする。 

４ 審査会は、必要に応じて関係機関及び職員等の意見又は説明を求めることができる。 

５ 審査会の処務は、地域創生課において処理する。 

 

（事業計画の変更） 

第 12 条 補助金交付決定通知を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、事業内



容や計画に変更が生じたときは、補助金事業変更（中止）承認申請書（第７号様式）を

町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該事業の目的に変更を来

たさず、かつ変更する事業量及び事業費が当初計画の 20 パーセント未満の場合は、こ

の限りではない。 

２ 町長は、前項の申請内容を適当と認めた場合は、その旨を申請者に通知するものとす

る。 

 

（実績報告） 

第 13条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助金事業実績報告書（第８

号様式）に次に掲げる書類を添付し、すみやかに町長に提出しなければならない。 

(１) 事業完了届（第９号様式） 

(２) 収支決算書（第 10号様式） 

(３) 起業拠点の写真 

(４) その他町長が必要と認める書類 

２ 第７条第２項に基づく申請があった場合は、補助金実績報告書の提出があったものと

みなす。 

 

（補助金額の確定及び請求） 

第 14条 町長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出があった場合は、その内

容を審査の上、補助金の額を確定し、交付決定者に補助金交付額確定通知書（第 11号

様式）により通知するものとする。 

２ 交付決定者は、当該年度末日までに、補助金交付請求書（第 12号様式）により町長

に補助金の請求をしなければならない。 

 

（補助金の交付決定の取り消し） 

第 15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この補助金を取り消

し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。 

(１) 起業の日から５年以内に事業の変更・中止・廃止をしたとき 

(２) 個人事業主の交付決定者が起業の日から５年以内に町外に転出したとき 

(３) 法人の交付決定者が起業の日から５年以内に事業の本拠地を町外に移転したとき 

(４) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

(５) この要綱の規定に違反したとき 

(６) その他町長が事業の運営、経理について、不適当と認めたとき 

 

（補助金の返還） 

第 16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に

交付された補助金があるときは、期限を定めて別表２に基づき算定した額の補助金の返

還を補助金返還命令書（第 13号様式）により命ずることができる。ただし、災害、疾

病又は貸主側の責による転出など特段の事情がある場合は、この限りでない。 

２ 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金

が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。 

 

（帳簿及び書類の整備） 

第 17条 補助金の交付を受けた申請者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備



え、これらを５年間保管しておかなければならない。 

 

（委任） 

第 18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 

付 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、令和６年９月 30日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第６条関係） 

区分 事業内容 補助金の額 交付の回数等 経費の区分 

新規開業

に関する

事業 

新規に起業する者に

対し開業費を助成 

対象経費の２分の１

以内、300 万円を限

度とし、50 万円を下

限とする。（千円未

満切捨て） 

同一事業所及びこ

れに類するものに

対し、１回限りと

する。 

【対象経費】 

・店舗物件等（土地 

を含む）の取得 

・事業所・店舗等の 

建設・改修（土地 

の造成を含む）経 

費 

・什器、備品等設備 

経費 

・コピー機、パソコ 

ン等の機器経費・

店舗の内装工事、

看板等の構築物経 

 費 

・宣伝広告に要する 

経費 

（新聞広告、チラ 

シ作成） 

・各種許可書等の取 

得経費 

・土地建物の賃借料 

・その他町長が認め 

る経費 

（上記経費がリース

料及び賃貸借の場

合は 12か月を限

度とし、一括計上

可能とする） 

 

【対象外経費】 

・車両等の取得に係

る経費（ただし、

事業の車両割合が

90％を超える場合

に限り対象経費と

することができ

る。 

・開業、営業にあた

り資格取得やスキ

ルアップのための

経費（受講料、受

験料、旅費） 

・生き物及び動物 

新分野進

出、店舗

の新築・

増改築、

移転に関

する事業 

①新たに店舗を構え

る新分野進出 

 

対象経費の２分の１

以内とし、100 万円

を限度とする。 

（千円未満切捨て） 

同一事業所及びこ

れに類するものに

対し、１回限りと

する。 

②新たな店舗を構え

ない新分野進出 

（既存店舗等の増改

築を伴うもの） 

対象経費の２分の１

以内とし、50 万円を

限度とする。 

（千円未満切捨て） 

③新たな店舗を構え

ない新分野進出 

対象経費の２分の１

以内とし、30 万円を

限度とする。 

（千円未満切捨て） 

経営拡大 店舗取得・改修を伴

う経営拡大 

対象経費の２分の１

以内とし、100 万円

を限度とする。 

（千円未満切捨て） 

同一事業所及びこ

れに類するものに

対し、１回限りと

する。 

空き店舗

を利用す

る事業 

空き店舗の利用に要

する経費を助成 

 

対象経費の２分の１

以内とし、60 万円を

限度とする。 

（千円未満切捨て） 

同一事業所及びこ

れに類するものに

対し、１回限りと

する。 

その他町

長が認め

る事業 

町長が認める事業内

容 

町長が認める額 同一事業所及びこ

れに類するものに

対し、１回限りと

する。 

 

 

 

 

 



別表２（第 16条関係） 

区  分 経過年数 
返還すべき 

補助金の額 

１．５年以内に事業の変更・中止・廃止を 

したとき 
 

２．個人事業主が５年以内に転出したとき 
 

３．法人が５年以内に本社を町外に移転し 

  たとき 

１年未満 交付額の全部 

１年以上～２年未満 交付額の 80％ 

２年以上～３年未満 交付額の 60％ 

３年以上～４年未満 交付額の 40％ 

４年以上～５年未満 交付額の 20％ 

偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 交付額の全部 

上記の区分以外に要綱の規定に違反したとき 交付額の全部 

その他町長が事業の運営、経理について不適当と認めたとき 交付額の全部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


